
 

 

の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境に

ある場合は、訪問した医師等が、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は指

定福祉用具貸与事業所若しくは指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員

と連携し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助

言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医

師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把

握した浴室における利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価及び

助言を行っても差し支えない。 

⑵ 当該指定（地域密着型）通所介護事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、

生活相談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」という。）が共同して、利

用者の居宅を訪問した医師等との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問によ

り把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。た

だし、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって、個

別の入浴計画の作成に代えることができる。 

⑶ 上記入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境（利用者の

居宅の浴室の手すりの位置や使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて事業所の浴

室に福祉用具等を設置することにより利用者の居宅の浴室の状況を再現しているも

のをいう。）にて、入浴介助を行うこと。 

 

※実施上の留意点について 

ア 入浴介助加算（Ⅰ）⑴及び⑵を準用する。 

イ 入浴介助加算（Ⅱ）は、利用者が居宅において、自身で又は家族若しくは居宅

で入浴介助を行うことが想定される従業員等（以下「家族・従業員等」という。）

の介助によって入浴ができるようになることを目的とし、以下ａ～ｃを実施する

ことを評価するものである。なお、入浴介助加算（Ⅱ）の算定に関係する者は、

利用者の状態に応じ、自身で又は家族・従業員等の介助により尊厳を保持しつつ

入浴ができるようになるためには、どのような介護技術を用いて行うことが適切

であるかを念頭に置いた上で、ａ～ｃを実施する。 

ａ 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利

用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機

能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知

識及び経験を有する者（以下「医師等」という。）が利用者の居宅を訪問（個別

機能訓練加算を取得するにあたっての訪問等を含む。）し、利用者の状態をふま

え、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価する。その際、当該

利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づいて、

利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・従業員等の介助により入浴を

行うことが可能であると判断した場合、通所介護事業所に対しその旨情報共有

する。また、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、通所介護事業所の従業

者以外の者である場合は、書面等を活用し、十分な情報共有を行うよう留意す

ること。 
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（※）当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づ

いて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助に

より入浴を行うことが難しいと判断した場合は、居宅介護支援事業所の介護支

援専門員又は福祉用具貸与事業所若しくは特定福祉用具販売事業所の福祉用具

専門相談員と連携し、利用者及び当該利用者を担当する介護支援専門員等に対

し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言

を行う。 

なお、医師等が訪問することが困難な場合には、医師等の指示の下、介護職

員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における

利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価及び助言を行うこと

もできることとする。ただし、情報通信機器等の活用については、当該利用者

等の同意を得なければならないこと。また、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、

厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守す

ること。 

ｂ 通所介護事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問し評価

した者との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者

の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入

浴計画に相当する内容を（地域密着型）通所介護計画の中に記載する場合は、

その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができるものとする。 

ｃ ｂの入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、

入浴介助を行う。なお、利用者の居宅の浴室の状況に近い環境については、大

浴槽等においても、手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し、浴室の手す

りの位置や使用する浴槽の深さ及び高さ等を踏まえることで、利用者の居宅の

浴室環境の状況を再現していることとして差し支えないこととする。また、入

浴介助を行う際は、関係計画等の達成状況や利用者の状態をふまえて、自身で

又は家族・従業員等の介助によって入浴することができるようになるよう、必

要な介護技術の習得に努め、これを用いて行われるものであること。なお、必

要な介護技術の習得にあたっては、既存の研修等を参考にすること。 

 

《運営指導における不適正事例》 

・ 入浴介助加算を算定している日に入浴介助の記録がなく、入浴の事実を確認す

ることができない。 

・ アセスメント及びサービス担当者会議でサービスの必要性が検討されていない。

計画書に入浴介助が位置づけられていない。 

 

 

⑧中重度者ケア体制加算 ４５単位／日 （指定権者へ届出） 

○ 中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定（地域密着型）通所介護を行

った場合に加算する。（※利用者全員に算定可能。）ただし、共生型通所介護の報
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酬を算定している場合は、算定しない。 

○ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 人員基準に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職

員を常勤換算方法で２以上確保すること。 

⑵ 事業所における前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者の総数のう

ち、要介護３、要介護４又は要介護５である者の占める割合が100分の 30以上で

あること。 

⑶ 指定（地域密着型）通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定（地域密着

型）通所介護の提供に当たる看護職員を１名以上配置していること。 

（常勤・非常勤の別を問わない） 

 

※ 実施上の留意点について 

ア 常勤換算方法による職員数の算定方法は、暦月ごとの看護職員又は介護職

員の勤務延時間数を、当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で

除することによって算定し、暦月において常勤換算方法で２以上確保すれば

加算の要件を満たすこととする。なお、常勤換算方法を計算する際の勤務延

時間数については、サービス提供時間前後の延長加算を算定する際に配置す

る看護職員又は介護職員の勤務時間数は含めないこととし、常勤換算方法に

よる員数については、小数点第２位以下を切り捨てるものとする。 

イ 要介護３、要介護４又は要介護５である者の割合については、前年度（３

月を除く。）又は届出日の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均につ

いて、利用実人員数又は利用延人員数を用いて算定するものとし、要支援者

に関しては人員数には含めない。 

ウ 利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、次の取扱いによるも

のとする。 

・ 前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開

した事業所を含む。）については、前年度の実績による加算の届出はでき

ないものとする。 

・ 前３月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以

降においても、直近３月間の利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割

合を維持しなければならない。また、その割合については、毎月ごとに記

録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに加算等が

算定されなくなる場合の届出を提出しなければならない。 

エ 看護職員は、指定（地域密着型）通所介護を行う時間帯を通じて１名以上

配置する必要があり、他の職務との兼務は認められない。（管理者との兼務

不可） 

オ 中重度者ケア体制加算については、事業所を利用する利用者全員に算定す

ることができる。また、認知症加算の算定要件も満たす場合は、中重度者ケ

ア体制加算とともに認知症加算も算定できる。 

カ 中重度者ケア体制加算を算定している事業所にあっては、中重度の要介護
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者であっても社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを計画的に実

施するプログラムを作成することとする。（※当該利用者について作成。） 

 

《運営指導における不適正事例》 

・ 人員基準に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員

を常勤換算方法で２以上確保しているか毎月計算されていない。 

・ 前３月の実績により届出を行った事業所について、直近３月間の利用者の割合を、

毎月ごとに記録していない。 

・ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護

職員を１名以上配置しなければならないが、配置されていない日があった。 

・ 管理者が、「指定（地域密着型）通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定

（地域密着型）通所介護の提供に当たる看護職員」を兼ねていた。 

・ 時間帯を通じて配置する看護職員が、認知症加算の研修修了者を兼ねていた。 

（他の職務と兼務できないため、別に研修修了者を配置しないと認知症加算は算定

できない。） 

 

⑨生活機能向上連携加算 （いずれかのみ加算）（指定権者へ届出） 

○ 指定（地域密着型）通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身

体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合に加算する。 

 

◎生活機能向上連携加算（Ⅰ）  １００単位／月（３月に１回を限度） 

○ 個別機能訓練加算を算定している場合は、算定しない。 

○ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所若

しくはリハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病

床数が 200 床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診

療所が存在しないものに限る。)の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師

（以下「理学療法士等」という。）の助言に基づき、当該（地域密着型）通所介護

事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以

下「機能訓練指導員等」という。）が共同してアセスメント、利用者の身体の状況

等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等

は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言

を行うこと。 

ア 「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬におけ

る疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介

護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院であること。 

イ 個別機能訓練計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所、

指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医

療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移

乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管
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理、服薬状況等）に関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、

指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医

療提供施設の場において把握し、又は、指定（地域密着型）通所介護事業所の

機能訓練指導員等と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いて把握

した上で、当該指定（地域密着型）通所介護事業所の機能訓練指導員等に助言

を行うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合において

は、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に

把握することができるよう、理学療法士等と機能訓練指導員等で事前に方法等

を調整するものとする。 

ウ 個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内

容を記載しなければならない。 

エ 目標については、利用者又はその家族の意向及び当該利用者を担当する介護

支援専門員の意見も踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につな

がるよう、段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目

標とすること。 

オ 個別機能訓練計画に相当する内容を（地域密着型）通所介護計画の中に記載

する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができる。 

⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能向上を目的とする

機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じて計

画的に機能訓練を適切に提供していること。 

⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価

し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況

等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

ア 機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、

利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要

な助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上、

当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容

の変更など適切な対応を行うこと。 

イ 理学療法士等は、機能訓練指導員等と共同で、３月ごとに１回以上、個別機

能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員等が利用者又はそ

の家族（以下この⑶において「利用者等」という。）に対して個別機能訓練計画

の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明していること。 

ウ 利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介し

たコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことが

できるものとすること。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者

等の同意を得なければならないこと。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっ

ては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人

情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安

全管理に関するガイドライン」を遵守すること。 

エ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに
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保管され、常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であるように

すること。 

オ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供 

した初回の月に限り、算定されるものである。なお、⑴の助言に基づき個別機

能訓練計画を見直した場合には、本加算を再度算定することは可能であるが、

利用者の急性増悪等により個別機能訓練計画を見直した場合を除き、当該月の

翌月及び翌々月は本加算を算定しない。 

 

◎生活機能向上連携加算（Ⅱ）  ２００単位／月 

○ 個別機能訓練加算を算定している場合は、１００単位／月とする。 

○ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所若

しくはリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該

指定（地域密着型）通所介護事業所を訪問し、当該指定（地域密着型）通所介護

事業所の機能訓練指導員等と共同して、利用者の身体の状況等の評価及び個別機

能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員

等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

ア 「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬におけ

る疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介

護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院であること。 

イ 個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内

容を記載しなければならない。 

ウ 目標については、利用者又はその家族の意向及び当該利用者を担当する介護

支援専門員の意見も踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につな

がるよう、段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目

標とすること。 

エ 個別機能訓練計画に相当する内容を（地域密着型）通所介護計画の中に記載

する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができる。 

⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とす

る機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じた

機能訓練を適切に提供していること。 

⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価

し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況

等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること 

ア 機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、

利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要

な助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上、

当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容

の変更など適切な対応を行うこと。 

イ 理学療法士等は、３月ごとに１回以上指定（地域密着型）通所介護事業所を
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訪問し、機能訓練指導員等と共同で個別機能訓練の進捗状況等について評価し

た上で、機能訓練指導員等が、利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画

の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明し記録するとともに、必要に応じて

訓練内容の見直し等を行うこと。 

ウ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに

保管され、常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であるように

すること。 

⑷ 個別機能訓練加算を算定している場合は、別に個別機能訓練計画を作成する必

要はないこと。 

 

《運営指導における不適正事例》 

・理学療法士等の訪問を受けていることが確認できない。 

・機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）がない。 

・機能訓練指導員等が共同してアセスメント、評価及び個別機能訓練計画を作成し

たことが確認できない。 

・通所介護事業所の非常勤職員として雇用している理学療法士を要件（１）ア「通

所介護事業所を訪問する理学療法士等」に該当する者として加算を算定している。 

 

⑩個別機能訓練加算（指定権者へ届出） 

○ 専ら機能訓練を実施する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道

整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（以下「理学療法士等」と

いう。）を配置し、機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画

を作成し、当該計画に基づき、計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」と

いう。）について算定する。 

＊ はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護

職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を

配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。 

 

※ 実施上の留意点について 

 別に定める通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及

び一体的取組について」（令和６年３月15日老高発0315第２号・老認発0315第

２号・老老発0315第２号厚生労働省老健局高齢者支援課長、厚生労働省老健局認

知症施策・地域介護推進課長、厚生労働省老健局老人保健課長通知）を参照する

こと。 

 

◎個別機能訓練加算（Ⅰ）イ ５６単位／日 

個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定している場合は、算定しない。 

○ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置している

こと。 
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⑵ 機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当

該計画に基づき、理学療法士等が計画的に機能訓練を行っていること。 

⑶ 個別機能訓練計画の作成及び実施において利用者の身体機能及び生活機能の

向上に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当

たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の選択

に基づき、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。 

⑷ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確

認した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後３月ごとに１回以上、利用者

の居宅を訪問した上で、利用者の居宅での生活状況をその都度確認するととも

に、当該利用者又はその家族に対して、個別機能訓練計画の進捗状況等を説明

し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行っていること。 

⑸ 定員超過・人員基準欠如に該当しないこと。 

 

※ 実施上の留意点について 

ア 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置するこ

と。この場合において、例えば１週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を

配置している場合は、その曜日において理学療法士等から直接機能訓練の提

供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となる。 

ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している曜日が

あらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要が

ある。 

なお、指定通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る理学療法士等の職

務に従事する場合には、当該職務の時間は、指定（地域密着型）通所介護事

業所における看護職員としての人員基準の算定に含めない。 

イ 個別機能訓練を行うにあたっては、機能訓練指導員等が共同して、利用者

ごとにその目標、目標を踏まえた訓練項目、訓練実施時間、訓練実施回数等

を内容とする個別機能訓練計画を作成すること。 

ⅰ 個別機能訓練目標の設定にあたっては、機能訓練指導員等が利用者の居

宅を訪問した上で利用者の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤ

Ｌ等の状況）を確認し、その結果や利用者又は家族の意向及び介護支援専

門員等の意見も踏まえつつ行うこと。その際、当該利用者の意欲の向上に

つながるよう長期目標・短期目標のように段階的な目標とするなど可能な

限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。また、単に身体機能の向上

を目指すことのみを目標とするのではなく、日常生活における生活機能の

維持・向上を目指すことを含めた目標とすること。 

ⅱ 個別機能訓練項目の設定にあたっては、利用者の生活機能の向上に資す

るよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たって

は、利用者の生活意欲の向上に繋がるよう利用者を援助すること。 

なお、個別機能訓練計画に相当する内容を（地域密着型）通所介護計画の

中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えるこ
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とができるものとする。 

ウ 個別機能訓練は、類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した５人程度以

下の小集団（個別対応含む）に対して機能訓練指導員が直接行うこととし、必

要に応じて事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練とすること。 

訓練時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練項目の実施に必要な１

回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定すること。 

また、個別機能訓練は、概ね週１回以上実施することを目安とする。 

エ 個別機能訓練を開始した後は、訓練項目や訓練実施時間、訓練の効果（例え

ば当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況）等についての評価を行うほか、

３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況（起

居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）の確認を行い、利用者又はその家族（以

下このエにおいて「利用者等」という。）に対して訓練の実施状況や効果等につ

いて説明し、記録する。 

また、概ね３月ごとに１回以上、訓練の実施状況や効果等について、当該利

用者を担当する介護支援専門員等にも適宜報告・相談し、利用者等の意向を確

認の上、当該利用者に対する訓練の効果（例えば当該利用者のＡＤＬ及びＩＡ

ＤＬの改善状況）等をふまえた訓練の目標の見直しや訓練項目の変更など、適

切な対応を行うこと。 

また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとすること。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等

の同意を得なければならないこと。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚

生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する

こと。 

オ その他 

 ・ 利用者の都合等により実際に個別機能訓練が実施されなかった場合は、本

加算を算定することはできない。 

・ 目標設定・個別機能訓練計画の作成方法の詳細を含む事務処理手順例等に

ついては、別に定める通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口

腔の実施及び一体的取組について」（令和６年３月15日老高発 0315 第２号・

老認発 0315 第２号・老老発 0315 第２号厚生労働省老健局高齢者支援課長、

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長、厚生労働省老健局老人保

健課長通知）を参照すること。 

・ 個別機能訓練に関する記録（訓練の目標、目標をふまえた訓練項目、訓練

実施時間、訓練実施者等）は、利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個

別機能訓練従事者により閲覧が可能であるようにすること。 

 

◎個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ ７６単位／日 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イを算定している場合は、算定しない。 

○ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
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⑴ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ⑴の理学療法士等に加えて、専ら機能訓練指導員

の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置していること。 

⑵ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ⑵～⑸のいずれにも適合すること。 

 

※ 実施上の留意点について 

 ⑴においては、例えば１週間のうち特定の時間だけ、専ら機能訓練を実施す

る理学療法士等を１名以上及び専ら機能訓練を実施する理学療法士等を１名以

上配置している場合は、その時間において理学療法士等から直接訓練の提供を

受けた利用者のみが当該加算の算定対象となる。 

 ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している時間はあ 

らかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。 

◎個別機能訓練加算（Ⅱ）  ２０単位／月 

⑴ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ⑴から⑸まで又は個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ⑴及

び⑵に掲げる基準に該当すること。 

⑵ 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機

能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のた

めに必要な情報を活用していること。 

○ 厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム（Long-term 

care Information system For Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」という。）を

用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科

学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的な考え方並びに事

務処理手順及び様式例の提示について」（令和６年３月 15 日老老発 0315 第４

号厚生労働省老健局老人保健課長通知）を参照。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック

情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Plan）、当該

計画に基づく個別機能訓練の実施（Do)、当該実施内容の評価（Check）、その

評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（Ｐ

ＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維

持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

 

《運営指導における不適正事例》 

個別機能訓練（Ⅰ）イ・ロ及び（Ⅱ）共通 

・利用者の生活機能の維持・向上を図り、居宅において可能な限り自立して暮らし続

けることを目的としている当加算を宿泊サービス（お泊りデイ）の長期利用者に対

して算定している。 

・看護職員の人員基準欠如に該当しているにもかかわらず、当加算を算定している。 

・個別機能訓練を開始した後に行うこととされている個別機能訓練項目や訓練実施時

間、個別機能訓練の効果等についての評価が十分に行われていない。 

・個別機能訓練に関する記録に訓練実施時間を記録していない。 

―　38　―



 

 

・個別機能訓練に関する記録に個別機能訓練を実施した者を記録していない。 

・無資格者が個別機能訓練を行い、加算を算定していた。 

・提供した職員名等、サービス提供に係る記録が整備されていない。 

・基準を満たす人員配置をしていることが、勤務形態一覧表等の記録で確認ができな

かった。 

・複数の職種の人が共同して個別機能訓練計画を作成していることの確認ができなか

った。 

・管理者が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼ねることにより、

当該加算を算定していた。 

 

個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 

・専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を、１名以上配置することに加

えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を、通所介護を行う時間

帯を通じて１名以上配置していない日に当加算を算定している。 

 

個別機能訓練加算（Ⅱ） 

・ＬＩＦＥへの提出情報について、一部項目の提出漏れがある。 

 

⑪ＡＤＬ維持等加算（いずれかのみ加算）（指定権者へ届出） 

○ 指定（地域密着型）通所介護事業所において、利用者に対して指定（地域密着型）

通所介護を行った場合は、評価対象期間（別に厚生労働大臣が定める期間）の満了

日の属する月の翌月から12月に限り、ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を加算する。 

○ ＡＤＬ維持等加算の算定に係る事務処理手順や様式例等については、厚生労働省

の通知（「ＡＤＬ維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」平成30年

４月６日老振発 0406 第１号・老老発 0406 第３号厚生労働省老健局振興課長、厚生

労働省老健局老人保健課長通知）を参照。 

 

◎ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ) ３０単位／月 

○ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 評価対象者（当該（地域密着型）通所介護事業所の利用期間（⑵において「評

価対象利用期間」という。）が６月を超える者をいう。）の総数が10人以上であ

ること。 

⑵ 評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月（以下「評価対象利用開始

月」という。）と、当該月の翌月から起算して６月目（６月目にサービスの利用

がない場合についてはサービスの利用があった最終の月）においてＡＤＬを評価

し、その評価に基づく値（以下「ＡＤＬ値」という。）を測定し、測定した日が

属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。 

⑶ 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡ

ＤＬ値から評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値を用いて一

定の基準に基づき算出した値（以下「ＡＤＬ利得」という。）の平均値が１以上
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であること。 

 

◎ＡＤＬ維持等加算(Ⅱ)  ６０単位／月 

○ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)算定基準の⑴及び⑵の基準に適合するものであること。 

⑵ 評価対象利用者のＡＤＬ利得の平均値が３以上であること。 

 

※ 実施上の留意点について 

ア ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により Barthel Index を用いて行う

ものとする。 

イ 厚生労働省へのＡＤＬ値の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととす

る。詳しくは、別途通知「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関

する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について（令和６年

３月15日老老発第0315第４号厚生労働省老健局老人保健課長通知）参照。 

ウ ＡＤＬ利得は、評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定し

たＡＤＬ値から、評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値に、

次の表の上欄の評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値に応じてそれぞれ同表

の下欄に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。 

ＡＤＬ値が 0以上 25以下 １ 

ＡＤＬ値が30以上 50以下 １ 

ＡＤＬ値が55以上 75以下 ２ 

ＡＤＬ値が80以上 100以下 ３ 

エ ウにおいてＡＤＬ利得の平均を計算するに当たって対象とする者は、ＡＤＬ

利得の多い順に、上位100分の 10に相当する利用者（その数に１未満の端数が

生じたときは、これを切り捨てるものとする。）及び下位100分の 10に相当す

る利用者（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとす

る。）を除く利用者（以下「評価対象利用者」という。）とする。 

オ 加算を取得する月の前年の同月に、基準に適合しているものとして届け出て

いる場合は、届出の日から12月後までの期間を評価対象期間とする。 

カ 令和６年度については、令和６年３月以前よりＡＤＬ維持等加算(Ⅱ)を算定

している場合、ＡＤＬ利得に関わらず、評価対象期間の満了日の属する月の翌

月から12月に限り算定を継続することができる。 

 

⑫認知症加算 ６０単位／日 （指定権者へ届出） 

○ 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必

要とする認知症の者（日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者）に、指

定（地域密着型）通所介護を行った場合に加算する。（※当該利用者に対する加算）

ただし、共生型（地域密着型）通所介護の報酬を算定している場合は、算定しない。 
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○ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 人員基準に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職

員を常勤換算方法で２以上確保していること。 

⑵ 事業所における前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者の総数のう

ち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護

を必要とする認知症の者の占める割合が100分の15以上であること。 

⑶ 指定（地域密着型）通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定（地域密着

型）通所介護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修（「認知症介護

指導者養成研修」、認知症看護に係る適切な研修）、認知症介護に係る専門的な研

修（「認知症介護実践リーダー研修」）又は認知症介護に係る実践的な研修（「認知

症介護実践者研修」）等を修了した者を１名以上配置していること。（常勤・非常

勤の別を問わない） 

(4) 事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る

会議を定期的に開催していること。 

※ 実施上の留意点について 

ア 常勤換算方法による職員数の算定方法は、中重度者ケア体制加算と同じであ

る。 

イ 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護

を必要とする認知症の者の割合については、前年度（３月を除く。）又は届出

日の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均について、利用実人員数又は

利用延人員数を用いて算定するものとし、要支援者に関しては人員数には含め

ない。 

ウ 利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、中重度者ケア体制加算

と同じである。 

エ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成

事業の実施について」（平成 18 年３月 31 日老発第 0331010 号厚生労働省老健

局長通知）及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成

18年３月31日老計発第0331007号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知

症介護指導者養成研修」、認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

オ 認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践

者研修、認知症看護に係る適切な研修の修了者は、指定（地域密着型）通所介

護を行う時間帯を通じて１名以上配置する必要がある。 

カ 日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者に対して算定することが

できる。また、中重度者ケア体制加算の算定要件も満たす場合は、認知症加算

の算定とともに中重度者ケア体制加算も算定できる。 

キ 認知症加算を算定している事業所にあっては、認知症の症状の進行の緩和に

資するケアを計画的に実施するプログラムを作成することとする。（※当該利

用者について作成。） 

※ 日常生活自立度（ランクⅢ、Ⅳ又はＭ）が該当しなくなった日（診断日）か

ら認知症加算は算定できない。 
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《運営指導における不適正事例》 

・人員基準に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員

を常勤換算方法で２以上確保しているか毎月計算されていない。 

・前３月の実績により届出を行った事業所について、直近３月間の利用者の割合を、

毎月ごとに記録していない。 

・時間帯を通じて、専ら通所介護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な

研修等を修了した者が配置できていない日に算定している。 

・時間帯を通じて配置する研修修了者が、中重度者ケア体制加算の看護職員を兼ね

ていた。（他の職務と兼務できないため、別に看護職員を配置しないと中重度者

ケア体制加算は算定できない。） 

・厚生労働大臣が定める者として、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又は M に該当す

る者とされているが、事業所独自の方法やその他判断基準の不明確な方法により、

該当者の計算を行っていた。 

 

⑬若年性認知症利用者受入加算 ６０単位／日（指定権者へ届出） 

○ 若年性認知症の利用者（40 歳以上 65 歳未満）に、指定（地域密着型）通所介護

を行った場合に加算する。ただし、認知症加算を算定している場合は、算定しない。 

○ 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当

該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。 

 

⑭栄養アセスメント加算 ５０単位／月（指定権者へ届出） 

○ 指定（地域密着型）通所介護事業所が、利用者に対して、管理栄養士が介護職員

等と共同して栄養アセスメント（利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき

課題を把握することをいう。）を行った場合に加算する。 

ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている

間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。 

○ 次に掲げるいずれの基準にも適合していること。 

⑴ 当該事業者の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置

していること。 

⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の

者（以下「管理栄養士等」という。）が共同して栄養アセスメントを実施し、当該

利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応するこ

と。 

⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当た

って、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用

していること。 

⑷ 定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと。 

 

※実施上の留意点について 

―　42　―



 

 

ア 栄養アセスメント加算の算定に係る栄養アセスメントは、利用者ごとに行われ

るケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

イ 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養アセスメント加算

の対象事業所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の

算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管

理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若

しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」）との連

携により、管理栄養士を１名以上配置して行うものであること。 

ウ 栄養アセスメントについては、３月に１回以上、ⅰからⅳまでに掲げる手順に

より行うこと。あわせて、利用者の体重については、１月毎に測定すること。 

ⅰ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ⅱ 管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮

しつつ、解決すべき栄養管理上の課題の把握を行うこと。 

ⅲ ⅰ及びⅱの結果を当該利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じ解決

すべき栄養管理上の課題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行うこと。 

ⅳ 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、介護支援

専門員と情報共有を行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討

するように依頼すること。 

エ 原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受け

ている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、栄養アセスメン

ト加算は算定しないが、栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメントの結果、

栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養ア

セスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。 

オ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。Ｌ

ＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦ

Ｅ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい

て」（令和６年３月15日老老発 0315第４号厚生労働省老健局老人保健課長通知）

を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情

報を活用し、利用者の状態に応じた栄養管理の内容の決定（Plan）、当該決定に

基づく支援の提供（Do)、当該支援内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえ

た栄養管理の内容の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイク

ル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持

向上に資するため、適宜活用されるものである。 

 

⑮栄養改善加算 ２００単位／回 （指定権者へ届出） 

○ 指定（地域密着型）通所介護事業所が、低栄養状態にある利用者又はそのおそれ

のある利用者（枠内＜栄養改善加算を算定できる利用者＞参照）に対して、当該利

用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄
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養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以

下「栄養改善サービス」という。）を行った場合は、３月以内の期間に限り１月に

２回を限度として加算する。 

○ 栄養改善サービスの開始から３月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養

状態が改善せず、枠内＜栄養改善加算を算定できる利用者＞に該当する者であって、

継続的に管理栄養士等（管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職

種の者）がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認めら

れるものについては、引き続き算定することができる。 

○ 次に掲げるいずれの基準にも適合していること 

⑴ 当該事業所の従業者として又は外部（他の介護事業所（栄養改善加算の対象事

業所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要

件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養

士を１名以上配置しているものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しく

は都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」）との連携

により、管理栄養士を１名以上配置していること。 

⑵ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ご

との摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 

・ 作成した栄養ケア計画について、利用者又はその家族に説明し、同意を得て

いること。（栄養ケア計画に相当する内容を（地域密着型）通所介護計画の中

に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができ

る。） 

⑶ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、

管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定

期的に記録していること。 

⑷ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

⑸ 定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと。 

※ 栄養改善サービスの提供にかかる手順や様式例等については、実施上の留意

事項の通知（平12.3.1 老企第36号、平 18.3.31老計発第0331005号、平18.3．

31老老発第0331009号）を参照。 

 

※実施上の留意点について 

 ア 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごとに行われる 

ケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

イ 栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞き取った結果、

課題がある場合は、当該課題を解決するため、利用者又はその家族の同意を得て、

当該利用者の居宅を訪問し、居宅での食事環境等の具体的な課題の把握や、主と

して食事の準備をする者に対する栄養食事相談等の栄養改善サービスを提供する

こと。 

ウ 加算を算定できる利用者は、以下のとおりである。 
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＜栄養改善加算を算定できる利用者＞ 

栄養改善加算を算定できる利用者は以下のイからホのいずれかに該当する者で

あって、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とすること。 

イ ＢＭＩ値が18.5 未満である者 

ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実

施について」（平成 18年６月９日老発第 0609001 号厚生労働省老健局長通知）

に規定する基本チェックリスト(11)の項目が「１」に該当する者 

ハ 血清アルブミン値が3.5ｇ/dl以下である者 

ニ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者 

なお、次のような問題を有する者については、上記イからホのいずれかの項

目に該当するかどうか、適宜確認されたい。 

・口腔及び摂食・嚥下機能の問題（基本チェックリストの口腔機能に関連する

(13)、(14)、(15)のいずれかの項目において「１」に該当する者などを含む。） 

・生活機能の低下の問題 

・褥瘡に関する問題 

・食欲の低下の問題 

・閉じこもりの問題（基本チェックリストの閉じこもりに関連する(16)、(17)

のいずれかの項目において「１」に該当する者などを含む） 

・認知症の問題（基本チェックリストの認知症に関連する(18)、(19)、(20)の

いずれかの項目において「１」に該当する者などを含む） 

・うつの問題（基本チェックリストのうつに関連する(21)から(25)の項目にお

いて２項目以上「１」に該当する者などを含む） 

※ 「基本チェックリスト」は71ぺージ参照 

 

エ 栄養改善サービスの提供は，以下のⅰからⅵまでに掲げる手順を経てなされる。 

ⅰ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ⅱ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及

び食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握（以下「栄

養アセスメント」という。）を行い、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活

相談員その他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項（食事に関す

る内容の説明等）、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項等

を記載した栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケア計画については、

栄養改善サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得る

こと。なお、（地域密着型）通所介護においては、栄養ケア計画に相当する内

容を（地域密着型）通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄

養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。 

ⅲ  栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提

供すること。 

その際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正する
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こと。 

ⅳ 栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞き取った結

果、課題がある場合は、当該課題を解決するため、利用者又はその家族の同意

を得て、当該利用者の居宅を訪問し、居宅での食事状況・食事環境等の具体的

な課題の把握や、主として食事の準備をする者に対する栄養食事相談等の栄養

改善サービスを提供すること。 

ⅴ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、

おおむね３月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果

を当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師に対して情報提供するこ

と。 

ⅵ 指定居宅サービス基準第105条において準用する第19条（指定地域密着型サ

ービス基準第37条において準用する第３条の18）に規定するサービスの提供の

記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態

を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のために利

用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。 

オ おおむね３月ごとの評価の結果、エのⅰからⅵまでのいずれかに該当する者で

あって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効

果が期待できると認められるものについては、継続的に栄養改善サービスを提供

する。 

 

《運営指導における不適正事例》 

・算定開始前に利用者の状態を適切に把握しておらず、対象外の利用者にも算定し

ている。 

・多職種の者が共同して計画を作成していない。 

・利用者の３月ごとの栄養状態の評価が行われていない。 

 

⑯口腔・栄養スクリーニング加算（(Ⅰ)又は(Ⅱ)のどちらか一方のみ算定） 

＜共通事項＞ 

○ 指定（地域密着型）通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごと

に利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行っ

た場合に、１回につき算定する。 

ア 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング

（以下「口腔スクリーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下

「栄養スクリーニング」という。）は、利用者ごとに行われるケアマネジメント

の一環として行われることに留意すること。なお、介護職員等は、利用者全員の

口腔の健康状態及び栄養状態を継続的に把握すること。 

イ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して、原則として

一体的に実施すべきものであること。ただし、大臣基準第19号の２ロ（大臣基準

第51号の６ロ）に規定する場合にあっては、口腔スクリーニング又は栄養スクリ

ーニングの一方のみを行い、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)を算定すること
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ができる。 

ウ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者につ

いて、それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、

提供すること。 

ⅰ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 

ⅱ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが18.5未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の

実施について」（平成18年６月９日老発第0609001 号厚生労働省老健局長通

知）に規定する基本チェックリストの№11の項目が「１」に該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が3.5ｇ/dl以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

エ 口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当

者会議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔ス

クリーニング又は栄養スクリーニングを継続的に実施すること。 

オ 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリー

ニングの結果、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向上加

算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供が必要だと判断された場合は、口

腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算又は口腔機能向上加算を

算定できること。 

○ 当該利用者が、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定して

いる場合は算定しない。 

     ○ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、厚生労働省の

通知を参照。（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体

的取組について」〔令和６年３月 15日老高発 0315 第２号・老認発 0315 第２号・

老老発 0315 第２号厚生労働省老健局高齢者支援課長、認知症施策・地域介護推進

課長、厚生労働省老健局老人保健課長通知〕） 

◎ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)  ２０単位／回（６月ごとに１回算定） 

○ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ア 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、

当該利用者の口腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下

しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該

利用者を担当する介護支援専門員等に提供していること。 

イ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該

利用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低

栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員

に提供していること。 
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ウ 算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。 

① 栄養アセスメント加算を算定している間である又は当該利用者が栄養改善加

算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善

サービスが終了した日の属する月（栄養状態のスクリーニングを行った結果、

栄養改善サービスが必要であると判断され、栄養改善サービスが開始された日

の属する月を除く。）であること。 

② 当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けて

いる間である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月（口腔の

健康状態のスクリーニングを行った結果、口腔機能向上サービスが必要である

と判断され、口腔機能向上サービスが開始された日の属する月を除く。）であ

ること。 

エ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

オ 他の介護サービスの事業所において、当該利用者について口腔連携強化加算を 

算定していないこと。 

◎ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)  ５単位／回（６月ごとに１回算定） 

○ 次に掲げる⑴または⑵のいずれかに適合するもの。 

⑴ 以下のいずれにも適合すること。 

ア 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行

い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態

が低下しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）

を当該利用者を担当する介護支援専門員等に提供していること。 

イ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ウ 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している間である又は当

該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である

若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月（栄養状態のスクリー

ニングを行った結果、栄養改善サービスが必要であると判断され、栄養改善サ

ービスが開始された日の属する月を除く。）であること。 

エ 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能

向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属

する月ではないこと。 

⑵ 以下のいずれにも適合すること。 

ア 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当

該利用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、

低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専

門員に提供していること。 

イ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ウ 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該

利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該

栄養改善サービスが終了した日の属する月ではないこと。 

エ 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能
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向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属

する月（口腔の健康状態のスクリーニングを行った結果、口腔機能向上サービ

スが必要であると判断され、口腔機能向上サービスが開始された日の属する月

を除く。）であること。 

オ 他の介護サービスの事業所において、当該利用者について口腔連携強化加算

を算定していないこと。 

 

⑰口腔機能向上加算 （(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかのみ算定）（指定権者へ届出） 

＜共通事項＞ 

○ 口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用

者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実

施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の

状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下「口腔機能向上サービス」と

いう。）を行った場合は、３月以内の期間に限り１月に２回を限度として加算する。 

○ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハのいずれかに該当する者

であって、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者とする。 

イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目のいずれかの項目にお

いて「１」以外に該当する者 

ロ 「地域支援事業の実施について」（平成18年６月９日老発第0609001号厚生労

働省老健局長通知）に規定する基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、

(14)、(15)の３項目のうち、２項目以上が「１」に該当する者 

ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者 

○ 口腔機能向上サービスの開始から３月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口

腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる

（以下のイ又はロのいずれかに該当する）利用者であって、継続的に言語聴覚士、

歯科衛生士又は看護職員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上又は

維持の効果が期待できると認められるものについては、引き続き算定することがで

きる。 

イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる

状態の者 

ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのある者 

○ 介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若

しくは実施」を行っていない場合は算定できない。 

※ 口腔機能向上サービスの提供にかかる手順等については、実施上の留意事項

の通知（平12.3.1老企第36号、平18.3.31 老計発第0331005号）を参照。 

※ 加算の目的・趣旨に沿った計画書の作成や実施内容及び様式例については、

厚生労働省の通知を参照。（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の

実施及び一体的取組について」〔令和６年３月15日老高発 0315第２号・老認発0315 

第２号・老老発 0315 第２号厚生労働省老健局高齢者支援課長、認知症施策・地域

介護推進課長、厚生労働省老健局老人保健課長通知〕） 
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     ○ 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに 

行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

◎ 口腔機能向上加算(Ⅰ)  １５０単位／回（１月に２回を限度） 

○ 次に掲げるいずれの基準にも適合していること 

⑴ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。 

⑵ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職

員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機

能改善管理指導計画を作成していること。 

・ 作成した口腔機能改善管理指導計画について、利用者又はその家族に説明

し、同意を得ていること。（口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を（地

域密着型）通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって口腔機能

改善管理指導計画の作成に代えることができる。） 

⑶ 利用者ごとの計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向

上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録している

こと。 

⑷ 利用者ごとの計画の進捗状況を定期的に評価すること。 

⑸ 定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと。 

 

◎ 口腔機能向上加算(Ⅱ)  １６０単位／回（１月に２回を限度） 

○ 次に掲げるいずれの基準にも適合していること 

⑴ 口腔機能向上加算（Ⅰ）⑴から⑸のいずれにも適合すること。 

⑵ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、 

口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切か

つ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

○ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。

ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム

（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について」（令和６年３月 15 日老老発 0315 第４号厚生労働省老健局

老人保健課長通知）を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバッ

ク情報を活用し、利用者の状態に応じた口腔機能改善管理指導計画の内容の

決定（Plan）、当該計画に基づく支援の提供（Do)、当該支援内容の評価（Check）、

その評価結果を踏まえた栄養管理の内容の見直し・改善（Action）の一連の

サイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の

維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

 

《運営指導における不適正事例》 

・算定開始前に利用者の状態を適切に把握しておらず、対象外の利用者にも算定し

ている。 
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・多職種の者が共同して計画を作成していない。 

・利用者の３月ごとの口腔機能の状態の評価が行われていない。 

・言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っていない。 

・当該加算を算定している利用者の決定方法（根拠）が不明確。 

 

⑱科学的介護推進体制加算  ４０単位／月（指定権者へ届出） 

○ 次に掲げるいずれの基準にも適合していること。 

⑴ 利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の

心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

⑵ 必要に応じて（地域密着型）通所介護計画を見直すなど、サービスの提供に当

たって、⑴に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要

な情報を活用していること。 

 

※実施上の留意点について 

ア 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ご

とに⑴及び⑵に掲げる要件を満たした場合に、当該事業所の利用者全員に対し

て算定できるものであること。 

イ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。

ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（Ｌ

ＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示

について」（令和６年３月 15 日老老発 0315 第４号厚生労働省老健局老人保健

課長通知）を参照されたい。 

ウ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画

（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイクル（ＰＤＣＡサ

イクル）により、質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更な

る向上に努めることが重要であり、具体的には、次のような一連の取組が求められ

る。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とはな

らない。 

① 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供

するためのサービス計画を作成する（Plan）。 

② サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援

や重度化防止に資する介護を実施する（Do）。 

③ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同し

て、事業所の特性やサービス提供の在り方について検証を行う（Check）。 

④ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体とし

て、サービスの質の更なる向上に努める（Action）。 

エ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持

向上に資するため、適宜活用されるものである。 

 

⑲他サービスの利用の場合の（地域密着型）通所介護費の算定（算定不可） 
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利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は

小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活

介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けてい

る間は、（地域密着型）通所介護費は算定しない。 

 

⑳同一建物に居住する利用者等に対するサービス提供に係る減算  ▲９４単位／日 

○ 指定（地域密着型）通所介護事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から指

定（地域密着型）通所介護事業所に通う者に対し、指定（地域密着型）通所介護を

行った場合は、１日につき９４単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病その

他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行

った場合は、例外的に減算を行わない。 

○ 「同一建物」とは、当該指定（地域密着型）通所介護事業所と構造上又は外形上、

一体的な建築物を指すものであり、具体的には当該建物の１階部分に指定（地域密

着型）通所介護事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が

該当し、同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しない。 

○ 例外的に減算対象とならない場合とは、具体的には、傷病により一時的に歩行困

難となった者又は歩行困難な要介護者であって、かつ建物の構造上自力での通所が

困難である者に対し、２人以上の従業者が、当該利用者の居住する場所と当該指定

（地域密着型）通所介護事業所の間の往復の移動を介助した場合に限られる。この

場合、２人以上の従業者による移動介助を必要とする理由や移動介助の方法及び期

間について、介護支援専門員とサービス担当者会議等で慎重に検討し、その内容及

び結果について（地域密着型）通所介護計画に記載すること。また、移動介助者及

び移動介助時の利用者の様子等について、記録しなければならない。 

 

㉑送迎を行わない場合の減算 ▲４７単位／片道 

○ 利用者が自ら指定（地域密着型）通所介護事業所に通う場合、利用者の家族等が

（地域密着型）通所介護事業所への送迎を行う場合など、当該指定（地域密着型）

通所介護事業所の従業者が利用者の居宅と指定（地域密着型）通所介護事業所との

間の送迎を実施していない場合は、片道につき減算の対象となる。ただし、同一建

物に居住する利用者等に対するサービス提供に係る減算の対象となっている場合に

は、当該減算の対象とはならない。 

○ 送迎の有無に関しては、送迎記録等で、実際の送迎の有無を確認の上、送迎を行

っていなければ減算となる。 

※ 送迎の記録（送迎者、送迎時刻・手段等）を整備すること。 

 

㉒中山間地域等に居住する利用者に対する加算（５％加算） 

○ 中山間地域等に居住する利用者に、運営規程（届出事項）で定める通常の事業の

実施地域を越えて、指定（地域密着型）通所介護を行った場合に加算する。 

（中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供しても、通常の事業の実施地域

内であれば、加算は算定不可） 
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○ 中山間地域等（福岡県内で関係あるもの） 

…離島振興対策実施地域、辺地、振興山村、特定農山村地域、過疎地域 

（具体的地域は、80ページ以降及び県のホームページを参照すること。） 

 

 

㉓サービス提供体制強化加算（いずれかのみ算定）（指定権者へ届出） 

○ 定員超過・人員基準欠如に該当しないこと。（(Ⅰ)から(Ⅲ)まで共通） 

◎サービス提供体制強化加算(Ⅰ)  ２２単位／回 

○ 以下のいずれかに適合すること。 

⑴ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の 70以上であるこ

と。 

⑵ 介護職員の総数のうち、勤続年数 10年以上の介護福祉士の占める割合が 100

分の 25以上であること。 

◎サービス提供体制強化加算(Ⅱ)  １８単位／回 

⑴ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の 50以上であるこ

と。 

◎サービス提供体制強化加算(Ⅲ)   ６単位／回 

○ 以下のいずれかに適合すること。 

⑴ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の 40以上であるこ

と。 

⑵ 直接提供職員の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が 100 分の

30以上であること。 

 

《運営指導における不適正事例》 

・職員の割合が確認できる資料が作成されていない。 

 

㉔介護職員等処遇改善加算 

共通資料を参照のこと。 

 

㉕高齢者虐待防止措置未実施減算 

基準を満たさない場合、所定単位数の100分の１に相当する単位数を減算する。 

 

㉖業務継続計画未策定減算 

     基準を満たさない場合、所定単位数の100分の１に相当する単位数を減算する。  

     経過措置として令和７年３月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針

及び非常災害に関する具体的計画を策定している場合には、当該減算は適用しないが、義

務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。 

 (７) 定員超過利用・人員基準欠如について 

○ 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

① 当該事業所の利用定員を上回る利用者を利用させている、いわゆる定員超過利用に

対し、介護給付費の減額を行うこととし、厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準
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及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成12年厚生省告示第

27号。以下「通所介護費等の算定方法」という。）において、定員超過利用の基準及び

単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサービスの提

供を確保するための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとす

る。 

② この場合の利用者の数は、１月間（暦月）の利用者の数の平均を用いる。この場合、

１月間の利用者の数の平均は、当該月におけるサービス提供日ごとの同時にサービス

の提供を受けた者の最大数の合計を、当該月のサービス提供日数で除して得た数とす

る。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り上げるものとする。 

③ 利用者の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超過利用の基準に該当する

こととなった事業所については、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った月

まで、利用者の全員について、所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定

方法に従って減算され、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常の所定

単位数が算定される。 

④ 都道府県知事又は市町村長は、定員超過利用が行われている事業所に対しては、そ

の解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、定員超過利用が２月以上継続す

る場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 

⑤ 災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用については、当該定員

超過利用が開始した月（災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月ま

で継続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む。）の翌月から所定単位

数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定

員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数

の減算を行うものとする。 

 

○ 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について 

① 当該事業所の看護職員及び介護職員の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っ

ている、いわゆる人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護

費等の算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにして

いるところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、

人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。 

② 人員基準欠如についての具体的取扱いは次のとおりとする。 

イ 看護職員の数は、１月間の職員の数の平均を用いる。この場合、１月間の職員の

平均は、当該月のサービス提供日に配置された延べ人数を当該月のサービス提供日

数で除して得た数とする。 

ロ 介護職員の数は、利用者数及び提供時間数から算出する勤務延時間数（サービス

提供時間数に関する具体的な取扱いは、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サー

ビス等に関する基準について」〔平11.9.17老企第25号〕第３の６の１(1)、または、

「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準につ

いて」〔平18.3.31老計発第0331004号〕第３の２の２の１(1)を参照すること。）を

用いる。この場合、１月間の勤務延時間数は、配置された職員の１月の勤務延時間
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数を、当該月において本来確保すべき勤務延時間数で除して得た数とする。 

ハ 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合にはその翌月から人

員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について所定単位数が通所介

護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される。 

・（看護職員の算定式） 

サービス提供日に配置された延べ人数 ＜0.9 

サービス提供日数 

・（介護職員の算定式） 

当該月に配置された職員の勤務延時間数 ＜0.9 

当該月に配置すべき職員の勤務延時間数 

ニ １割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに

至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規

定する算定方法に従って減算される（ただし、翌月の末日において人員基準を満た

すに至っている場合を除く。）。 

・（看護職員の算定式） 

0.9≦ サービス提供日に配置された延べ人数 ＜1.0 

サービス提供日数 

・（介護職員の算定式） 

0.9≦ 当該月に配置された職員の勤務延時間数 ＜1.0 

当該月に配置すべき職員の勤務延時間数 

③ 都道府県知事又は市町村長は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増

員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合に

は、特別な事情がある場合をのぞき、指定の取消しを検討するものとする。 

 

(８) 療養通所介護 

①指定療養通所介護 

指定地域密着型通所介護であって、難病、認知症、脳血管疾患後遺症等を有する重

度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察

が必要なものを対象者とし、療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介

護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うもの。 

 

②人員に関する基準 

○ 看護職員又は介護職員の員数は、利用者の数が 1.5 に対し、提供時間帯を通じて

専従の者が１以上確保される必要があり、そのうち１人以上は常勤の看護師であっ

て、専らその職務に従事する者でなければならない。 

 ・ 療養通所介護計画に位置付けられた内容の指定療養通所介護を行うのに要する

時間が異なる利用者が同一の日に混在する場合、必要な療養通所介護従業者の員

数は、利用者ごとの利用時間数の合計値を 1.5 で除して得られる数以上の時間勤

務するのに必要と認められる数以上となる。 

○ 管理者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の者であること。（ただし、
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管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務、同一敷地内にある他の事業所、

施設等の職務に従事することも可。）また、訪問看護に従事した経験のある看護師

でなければならない。 

 

③設備に関する基準 

○ 利用定員は18人以下。 

○ 専用の部屋の面積は、利用者１人につき 6.4 ㎡以上であって、明確に区分され、

他の部屋等から完全に遮蔽されていること。 

○ 指定療養通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に指定療養通所介護以外

のサービスを提供する場合（宿泊サービス）の取扱いについては、地域密着型通所

介護と同様である。 

 

④運営に関する基準 

○ 事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程（運営規程）を定めておかなければならない。 

・ 事業の目的及び運営の方針 

・ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

・ 営業日及び営業時間 

・ 指定療養通所介護の利用定員 

・ 指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

・ 通常の事業の実施地域 

・ サービス利用に当たっての留意事項 

・ 緊急時等における対応方法 

・ 非常災害対策 

・ 虐待の防止のための措置に関する事項 ※令和６年3月 31日までは努力義務 

＊ 組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等）や虐待又は

虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を指す内容であること。 

・ その他運営に関する重要事項 

○ 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ緊急時対応医療機関を定めるこ

と。 

○ 緊急時対応医療機関は、当該事業所と同一の敷地内に存し又は隣接し若しくは近

接していなければならない。 

○ 地域の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とする

者等により構成される安全・サービス提供管理委員会を設置しなければならない。 

○ 事業者は、概ね６月に１回以上安全・サービス提供管理委員会を開催し、事故事

例等、安全管理に必要なデータの収集を行うとともに、事業所における安全かつ適

切なサービスの提供を確保するための方策の検討を行い、当該検討の結果について

の記録を作成すること。また、安全・サービス提供管理委員会は、テレビ装置等を

活用して行うことができる。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介

護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省
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